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引きこもり相談窓口

　市内在住の１５歳（中学校卒業後）か

らおおむね３９歳までの人で引きこもり

などに悩んでいる人とその保護者を対

象に、カウンセラーによる相談を実施

します。

とき　①２月２６日、②３月２６日、

いずれも午後１時～２時３０分、午後２

時３０分～４時

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は２月６日～１９日、

②は３月５日～１９日までに社会教

育課へ（電話申し込み可）

相　談
行政書士無料相談

　行政書士会南大阪支部では、同無料

相談を実施します。

とき　２月２１日、３月１４日、いず

れも午後１時３０分～４時３０分　

ところ　レインボーホール（市民会館）

内容　相続・遺言、成年後見制度、交

通事故など

の自賠責請

求、法人設

立、契約・

内容証明、

各種許認可

などに関す

る相談

申し込み　２月６日～、出口さん（同

支部）〔(５２)４０８７〕へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

消費者啓発講座「ダメよダメ
ダメ払っちゃダメ!!～あなた
のお金が狙われています～」

　以前では考えられなかった複雑な消

費者トラブルを未然に防ぐことを目的

に、消費生活専門相談員による同講座

を開催します。

とき・ところ　２月１６日＝くすのき

ホール２階第１会議室（千早赤阪村水

分２６３）、１８日＝すばるホール３階研

修室、２３日＝太子町まちづくり観光

交流センター２階第１会議室（太子町

山田８８）、２６日＝大宝地区公民館集会

室（河南町大宝一丁目２の４）、いずれ

も午後２時～３時３０分　

定員　各３０人（当日、直接会場へ）

参加費　無料

問い合わせ　商工観光課（内線４８３）

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日は休み）



27年度小・中学校図書館     
教育支援員（アルバイト）募集

勤務日　月～金曜日（週５日）

対象者　司書または司書教諭の資格を

有する人　募集人数　１２人

申し込み　２月２日～６日、午前

９時～午後５時までに履歴書に司書ま

たは司書教諭の資格証（写し）を添え

て教育指導室（内線３６８）へ

※後日、面接などをします。

 

公開講座「楽しく知ろう！人
類未踏の高齢時代と地域の課
題」

　町総代会では、少子高齢化社会にお

いて安心・安全なまちづくりをしてい

くための勉強会を開催します。

とき　２月８日、午後１時３０分～３

時３０分

ところ　市消防本部４階講堂　※車で

お越しの場合は、市役所第二駐車場を

ご利用ください。ただし、駐車場には

限りがありますので、できるだけ公共

交通機関をご利用ください。

定員　１００人（当日、直接会場へ）

参加費　無料

問い合わせ　市民協働課（内線４７３）

若者就職応援相談会 in 南河
内

　就職について悩みや疑問のある１５歳

からおおむね４０歳代前半までの人およ

び子どもの就職で悩んでいる保護者な

どを対象に、キャリアアドバイザー、

就労支援コーディネーターによる就職

相談会を実施します。

とき　２月２３日、午後１時～４時

ところ　ノバティながの南館３階多目

的ホール（河内長野市長野町五丁目１

の３０３）

内容　１回５０分の個別就職相談会

定員　１２組（申し込み先着順）　※定員

に満たない場合は当日参加も可。

参加費　無料

申し込み　２月６日～２０日まで

に商工観光課（内線４８１）へ

講座･催し
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予備自衛官補募集

　訓練修了後は予備自衛官として任用

されます。

受付期間　第１回＝３月２４日まで、

第２回＝７月１日～９月１８日　　

試験日　第１回＝４月１０日～１４日

、第２回＝１０月２日～５日

合格発表　第１回＝５月１５日、第２

回＝１１月１３日　

対象者　一般＝１８歳以上３４歳未満、技

能＝１８歳以上５３歳未満で、いずれも日

本国籍を有する自衛官未経験者（ただ

し、保有する技能によっては５５歳未満

まで可）

問い合わせ　自衛隊富田林地域事務所

〔２４(３７９９)〕

けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務時間　月～金曜日の他、土・日曜

日、祝日および早朝（午前８時以前）、夜

間（午後６時以降）

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（ホームヘルパー２級以上取得者）、

もしくはガイドヘルパー資格取得者

申し込み　休館日を除く午前９時～午

後５時にけあぱるへ

教　育

募　集

第11回草笛の家作品展

　障がい者支援施設「草笛の家」の利

用者が、「空」をテーマに力を合わせ

て作った作品と地域の小学校の生徒と

合同で制作した作品を展示します。

とき　３月８日、午前１０時～午後３

時３０分

ところ　すばるホール３階展示室

入場料　無料

問い合わせ　同展実行委員会〔(９０)

３５００〕

夫婦で考えるこれからの年金
ライフ

　年金の仕組みを分かりやすく学び、

これからの生活を夫婦で共に考える講

座です。お一人での参加も可能です。

とき　２月２０日、午後１時～３時

ところ　中央公民館

定員　２０人（申し込み先着順）

参加費　無料

申し込み　２月６日～、中央公民館

へ（電話申し込み可）

キャラバン・メイト養成研修

　認知症の人やその家族を応援する

「認知症サポーター」を養成する認知

症サポーター養成講座の先生役「キャ

ラバン・メイト」を養成します。

とき　２月１４日、午前１０時～午後５

時（午前９時３０分～受け付け）

ところ　市消防本部　※車でお越しの

場合は、市役所駐車場をご利用くださ

い。ただし、駐車場には限りがありま

すので、できるだけ公共交通機関をご

利用ください。

内容　認知症の知識（症状や認知症の

人、介護者への接

し方）について、

認知症サポーター

養成講座の企画・

運営方法について

など

対象者　講座修了後、認知症サポー

ター養成講座の活動に参加できる人

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　２月６日までに高齢介護

課（内線１９７）へ（申し込み多数の場合

抽選）
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配食サービスボランティア　
募集

　給食サービスたんぽぽでは、新堂小

学校区内に住む、買い物や調理が困難

な６５歳以上の一人暮らし世帯や夫婦世

帯を対象に弁当（昼食）を配達し、安

否確認をする「配食サービス」を実施

しています。現在、次のとおりボラン

ティアを募集しています。詳しくはお

問い合わせください。

活動日時　月～金曜日で都合の良い日

の午前１１時～正午　

活動場所・内容　たんぽぽの部屋（新

堂診療所２階）および市人権協議会（人

権文化センター内）から徒歩または自

転車で利用者宅へ弁当を配達

問い合わせ　同たんぽぽ〔(２３)４１９４〕、

市人権協議会〔(２４)３７００〕へ

献血にご協力を

　４００㍉献血を実施します。

とき・ところ　２月２１日、午前１０時

～午後０時３０分＝藤沢台小学校、午後

２時～４時３０分＝けあぱる

対象者　１８～６９歳で体重が５０㌔以上の

人（６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献

血の経験がある人に限ります）

※ただし、男性は１７歳から可。その他

の条件などはお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会（総合

福祉会館内）〔(２５)８２６１〕

手話通訳者、要約筆記者の　
登録を

　本市では、聴覚障がい者および音

声・言語機能障がい者などの福祉に理

解があり、熱意のある手話通訳者、要

約筆記者を募集しています。

対象者　２０歳以上で日常生活上の必要

なことが手話通訳できる人、または要

約筆記講習会を修了した人　

※手話通訳者には、３月１５日に登録

判定試験を実施します。

申し込み　２月２７日までに障がい福

祉課（内線１９３）へ

福　祉
 

税務署からのお知らせ

○富田林税務署の確定申告会場は「す

ばるホール」です

とき　２月４日～３月１６日、午前

９時～午後５時（土・日曜日、祝日は

除く。ただし、２月２２日、３月１日

は開設します）　※例年、確定申告期

限間際は大変混雑しますので、申告は

早めに済ませてください。

ところ　すばるホール　

○消費税法の改正について 

　消費税（地方消費税を含む）の税率

は、２６年４月１日から８㌫に引き上げ

られました。

　消費税の課税事業者が２６年４月１日

を含む課税期間分（個人事業者の場合

は平成２６年分）の消費税および地方消

費税の確定申告書を作成する際、課税

売上げ・課税仕入れについて旧税率が

適用されたものと新税率が適用された

ものに区分する必要があります。

　なお、税率引き上げに伴う経過措置

により、２６年４月１日以降の取引でも

旧税率が適用される場合があります。

詳しくは国税庁ホームページ〔http://

www.nta.go.jp/〕をご覧ください。

問い合わせ　富田林税務署（若松町西

二丁目１６９７の１）〔(２４)３２８１〕

固定資産税（償却資産）の　 
申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器

具、備品など）も課税の対象になりま

す。

　１月１日現在、市内に償却資産を所

有している法人や個人事業主は申告し

てください（休・廃業されている場合

も申告が必要です）。

　なお、所有者には１２月中に申告書類

を郵送していますが、届かないときや

事業の開始により初めて申告される場

合はご連絡ください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

税
市・府民税の申告期間は　　 

２月1６日～３月1６日です

　２７年度市・府民税の申告会場と受付

期間などは、次のとおりです。

◆市役所地下902・903会議室

とき　２月１６日～３月１６日（土・

日曜日は除く）、午前９時～午後５時３０

分　※２月２２日、３月１日に限り、

日曜日も申告を受け付けます。

◆金剛連絡所２階大ホール

とき　２月２５日～３月３日（２月

２８日、３月１日は除く）、午前１０時

～午後４時　※受け付け開始直後の２５

日、２６日は、大変混雑することが

予想されますのでご注意ください。

　なお、申告されていない場合、次の

ようなことがありますので、申告にご

協力ください。

○市・府民税証明書の交付ができない

ことがあります。

○公的年金に係る所得のみの人など

で、年金保険者への扶養親族等申告書

の提出がなかった場合、または確定申

告書などの提出がなかった場合、控除

される情報が得られないため、扶養・

配偶者控除などの適用範囲でも控除が

適用されないことがあります。

○後期高齢者医療保険制度などの保険

料の軽減措置の適用を受けられないこ

とがあります。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

 

放送大学４月入学生募集

　同大学は、テレビなどの放送やイン

ターネットを利用して授業をする通信

制の大学です。

　現在、４月入学生を募集しています。

募集要項などの資料を無料で送付しま

すので、詳しくはお問い合わせくださ

い。

願書受付期間　３月２０日まで

問い合わせ　同大学大阪学習センター

〔０６(６７７３)６３２８〕　※同大学ホーム

ページ〔http://www.ouj.ac.jp/〕から出

願することもできます。

教　育

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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特定健康診査を受けましょう

　生活習慣病などの原因に関係が深い

メタボリックシンドロームを早期に発

見するためにも、特定健康診査を受け

ましょう。健診結果から生活習慣の改

善が必要な人は、保健指導を受けてい

ただくこともできます。

　市国民健康保険被保険者のうち、実

施年度中（４月１日から翌年３月３１日）

に４０～７４歳になる人には、特定健康診

査受診券を送付しています。なお、今

年度の有効期限は３月３１日までで

す。実施場所および受診の方法など詳

しくは、受診券に同封のパンフレット

「受けてください特定健康診査・特定

保健指導」をご覧ください。

問い合わせ　保険年金課（内線１５０、１８８）

 

国民年金保険料の「２年前納
（口座振替）」のご利用を

　国民年金保険料の２７年４月末の口座

振替分で、割引額の大きい「２年前納」

がご利用いただけます。毎月現金で納

付する場合と比べて、２年間で１万

４０００円程度の割り引きとなり、２年前

納分の全額がその年の社会保険料控除

の対象となります。　※２年前納は口

座振替のみご利用いただけます。な

お、申込期限は２月末までです。詳し

くはお問い合わせください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民健康保険

国民年金

確定申告には「社会保険料控
除証明書」などが必要です

　国民年金保険料は、納付した全額が

所得税や市民税などの社会保険料控除

の対象となります。

　国民年金保険料を社会保険料控除と

して申告するには、１年間に納付した

保険料額を証明する書類などの提出が

義務付けられています。

　このため、２６年１月１日から９月３０

日までに納付した保険料の額を証明す

る社会保険料（国民年金保険料）控除

証明書が、日本年金機構本部から２６年

１１月上旬に送付されています。

　確定申告には、この証明書と１０月１

日から１２月３１日までに納めたことを確

認できる「領収証書」などの添付が必

要です。

　また、年の途中から国民年金に加入

した場合などで、１０月１日以降に初め

て保険料を納めた人には、２月上旬に

証明書が送付されます。

　なお、ご本人の保険料だけでなく、

配偶者やご家族の保険料を納付した場

合も、その納付額全額が納付した人の

控除対象となります。そのため、確定

申告の際に、ご本人の保険料額と合算

して申告することができます（その場

合、配偶者、ご家族分の証明書も一緒

に添付する必要があります）。

問い合わせ　ねんきん定期便・ねんき

んネット等専用ダイヤル〔０５７０(０５８)

５５５〕、ＩＰ電話からは〔０３(６７００)

１１４４〕　※３月１６日までの祝日を除

く月～金曜日、午前９時～午後７時、

２月１４日、３月１４日は午前９時～

午後５時、または天王寺年金事務

所〔０６(６７７２)７５３１〕。

 

安心して水道をお使いいただ
くために

　水道水は塩素で消毒していますが、

朝一番や長い間留守にされたときは、

ご家庭の給水管に水が長時間滞留し、

消毒の効果が薄れることがあります。

　また、給水管が鉛の場合、鉛がごく

わずかですが溶け出すことがありま

す。通常の使用状態では水質基準内で

問題ありませんが、長時間使用しな

かったときは、念のためバケツ一杯分

程度、飲み水以外にお使いください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７）

水道の漏水にご注意ください

　水道水の使用量が増える原因には、

使用状況の変化や漏水、季節的な要因

などの理由が考えられます。

　特に漏

水は、は

じめのう

ちはわず

かでも、

その量は

日ごとに

多くなっ

ていきま

す。これ

が続くと、貴重な水が無駄になり料金

も高額になります。

　水道メーターを確認し、水道を使用

していないのにパイロットが回転して

いるときは、漏水の疑いがありますの

で市管工事業協同組合〔０１２０(０３２)

４９７〕へご相談ください。

上下水道

２５
※広告の問い合わせは、株式会社ホープ〔０９２(７１６)１４０４・０９２(７１６)１４６７〕へ。

広告枠


